
○人事関係データの通報要領について（通達） 

平成10年12月８日 

海幕人第5644号 

海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて 

人事関係データの通報要領について（通達） 

 標記について、下記のとおり定める。 

 なお、人事関係統計資料及び人事関係データの報告（通報）要領について（通達）（海幕人第4086

号。52．９．８）は廃止する。 

記 

１ 趣旨 

 この要領は、人事関係データの通報に関し必要な事項を定めるものとする。 

２ 人事関係データの作成要領 

 別紙のとおりとする。ただし、身上記録については、人事記録に関する達（昭和39年海上自衛

隊達第14号）第７条第１項の規定による。 

３ 人事関係データの通報要領 

 配置指定権者は、次の通報事項が発生した場合、その都度、補職権者に通報するものとする。 

(１) 配置指定 

人事日報 

(２) 入隊 

ア 身上記録 

イ 入隊者名簿（別紙様式） 

(３) 勤務記録表記載事項の変更 

勤務記録表記載事項変更届 

添付書類： １ 別紙 

 ２ 別紙様式 

写送付先： 部内全般 
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付紙様式 

 

別紙様式 

   採用年月    年  月      任  免  権  者 

 資料番号  階級（級）  氏  名  任用（出身）区分  期別  課 程 名 

            

       

            

       

            

 


